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 土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 17 項の規定により、吉野ヶ

里町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨届出があった。 

  平成 31 年４月 26 日 

               佐賀県知事  山  口  祥  義    

役職名 氏名 住所 就退任年月日 

理事 馬場 満 神埼郡吉野ヶ里町吉田1434番地 平成31年３月28日

退任 

〃 中島 光則 〃  〃    箱川2676番地 〃 

〃 米倉 薫 〃  〃    田手1345番地

１ 

〃 

〃 平 滿雄 〃  〃    豆田1942番地

２ 

〃 

〃 内川 正良 〃  〃    〃 2422番地

３ 

〃 

〃 生島 光 〃  〃    箱川1773番地 〃 

監事 森園 貞俊 〃  〃    〃 945番地 〃 

理事 真木 英次 〃  〃    〃 2373番地 〃 

〃 向井 豊秀 〃  〃    石動1934番地 〃 

〃 井上 紀 〃  〃    〃 2946番地 〃 

監事 城尾 茂則 〃  〃    三津 913 番地 〃 

理事 中村 康行 〃  〃    〃 1259番地

１ 

〃 

〃 大隈 和弘 〃  〃    大曲4773番地 〃 

〃 小林 宏 〃  〃    〃 1932番地

２ 

〃 

〃 荒木 泰二郎 〃  〃    〃 80 番地 〃 

〃 馬場 満 〃  〃    吉田1434番地 平成31年３月29日

就任 

監事 中島 義彦 〃  〃    田手482番地 〃 

理事 米倉 正春 〃  〃    〃 1531番地 〃 

〃 伊東 万喜生 〃  〃    豆田1515番地 〃 

〃 材木 恭弘 〃  〃    〃 1825番地 〃 

〃 牛島 洋 〃  〃    〃 1144番地

２ 

〃 

〃 隈本 保德 〃  〃    箱川1422番地

２ 

〃 

〃 岩橋 正 〃  〃    〃 1166番地

１ 

〃 
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〃 荒木 清隆 〃  〃    〃 111 番地

１ 

〃 

監事 伊東 和孝 〃  〃    石動3173番地 〃 

理事 大隈 政美 〃  〃    〃 841 番地

１ 

〃 

〃 筒井 和明 〃  〃    三津1736番地 〃 

〃 中村 康行 〃  〃    〃 1259番地

１ 

〃 

〃 古川 利明 〃  〃    大曲4117番地

４ 

〃 

〃 柿本 利憲 〃  〃    〃 2756番地 〃 

〃 川原 功 〃  〃    〃 1488番地 〃 

 


